
剣道・居合道・杖道 称号受審要項 

 

１ 称号受審資格 

（１） 錬士受審 資格 

① 六段受有者で、六段受有後、１年を経過し、福井県剣道連盟の選考を経て福井県剣道連盟会長から推薦

された者。 

※ 修行年限にかかわる受審資格は取得日ではなく取得月で計算する。 

例）令和２年５月１５日に六段を取得した場合、令和３年５月３日の称号審査は１年を経過してい

ないが六段取得月と同月のため受審可能。 

   

② 五段受有後１０年以上を経過し、かつ、年齢６０歳以上の者（称号・段級位審査規則第１１条第２項に

よる特例）。 

※ 福井県剣道連盟会長は、申込者が規則第１０条の付与基準に該当し、かつ、実施要領の 

  「錬士を受審しようとする者の備えるべき要件」（①～③）を満たしていると認めた場合、 

  全剣連会長に候補者として推薦する。なお、規則第１１条第２項の特例による推薦は特 

  に厳選することとする。 

※ 年齢基準は審査当日とする。 

 

③ ①もしくは②の条件を満たし、全剣連称号審査の開催日より１年以内の県剣連主催または全剣連主催の

講習会を１回以上受講している者。 

 

（２） 教士受審 資格 

① 錬士七段受有者で、七段受有後、２年を経過し、福井県剣道連盟の選考を経て福井県剣道連盟会長から

推薦された者。 

※修行年限にかかわる受審資格は取得日ではなく取得月で計算する。 

例）令和２年５月１５日に七段を取得した場合、令和４年５月３日の称号審査は２年を経過 

していないが七段取得月と同月のため受審可能。 

 

② ①の条件を満たし、全剣連称号審査の開催日より２年以内の県剣連主催または全剣連主催の講習会を２

回以上受講している者。 

 

※ 講習会受講回数に関する注意点（錬士・教士共に） 

・全日本剣道連盟が主催する講習会（後援講習会等）も回数に含む。 

・社会体育指導員中級認定を受けた者は、剣道錬士受審のための講習会を受講したものとみなす。申請時に認定

書の写しを添付すること。 

・社会体育指導員上級認定を受けた者は、剣道教士受審のための講習会を受講したものとみなす。申請時に認定

書の写しを添付すること。 

・受審申込の際には、講習会受講履歴を必ず記入する。受講履歴が確認できない場合は、称号審査会の受審推薦

できない。 

附 則 この要項は令和３年４月１日から施行する 

附 則 この要項は令和５年４月１日から施行する（改訂 令和３年５月３１日） 


